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⚠令和８年度雇用関係助成金の主な見直しについて             

◆人材確保や人材育成に関する見直しを予定 

 厚生労働省の雇用関係助成金は、毎年見直しが行われます。令和８年度の雇用関係助成金において

は、人手不足が続いていることを踏まえ、人材確保や人材育成に関する見直しが予定されています。 

厚生労働省の資料からピックアップして紹介しますので、気になるものはお問い合わせください。 

 

◆65歳超雇用推進助成金（65歳超継続雇用促進コース） 

 事業主が段階的に高年齢者の雇用推進措置を講じた場合にも助成を受けられるよう、１事業主当たり

１回限りとしていた取扱いが廃止されます。 

 また支給額は、現行の 10 万円～160万円から 15万円～240万円に変更されます（継続雇用制度の導

入については、希望者全員を対象とする措置を講じた場合に助成額を増額して支給）。 

 さらに、「他社による継続雇用制度」の導入について、定率の助成から定額の助成に変更し、16万円

～105万円が支給されるようになります。 

 

◆高年齢者無期雇用転換コースの見直し 

 対象となる高年齢の有期契約労働者について、期間の定めのない労働契約を締結する労働者へ転換し

た場合に、有期契約労働者１人につき 23万円（中小企業は 30万円）だった支給額が、１人につき 30

万円（中小企業は 40 万円）に変更されます。 

 

◆人材開発支援助成金人材育成支援コースの拡充 

 45歳以上の労働者を対象とした訓練が、助成対象に追加されます。OJT と OFF-JT を組み合わせた訓

練を実施し、訓練修了後、訓練受講者の賃金が５％以上増額しているなどの要件を満たす場合に、所

定額の支給が受けられます。 

 

【参考】 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する御意見の募集について 

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250371&Mode= 

  



 

 

 

厚生労働省が「フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画」を公表  

◆フリーランスと発注事業者間でトラブルが増加 

近年、フリーランスという働き方が普及した一方、発注事業者との間での「報酬の不払い」や「ハラ

スメント」といったトラブルの増加が問題視されるようになりました。 

令和６年 11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（フリーランス・

事業者間取引適正化等法）は、フリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業

環境の整備」の２つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。 

 

◆厚生労働省が社内研修用の動画を公表 

発注事業者にはフリーランスに対するハラスメント対策の体制整備も義務付けられており、厚生労働

省では「発注事業者向け」「ハラスメント相談窓口対応者向け」「広告業界向け」に研修動画を公表し

ています。 

例えば「ハラスメント相談窓口対応者向け」の動画では、以下の項目を解説しています。 

 

＜ハラスメントと法律＞ 

・法律の概要 

・業務委託におけるハラスメントの類型 

・発注事業者が講ずべき措置 

・発注事業者が行うことが望ましい取組 

＜ハラスメント相談対応のポイント＞ 

・相談の受付（一次対応） 

・事実関係の確認 

・行為者、相談者への措置検討 

・行為者、相談者へのフォローアップ 

・再発防止措置 

 

◆動画等を活用した具体的な取組みを 

本法は、フリーランスと取引がある全事業者が守るべき法律です。本動画を活用した社内研修の実施

などを検討してみましょう。 

 

帰宅困難者等への対策ガイドラインが改訂されました            

内閣府が１月 20日、「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライ

ン」を改訂しました。昨年７月、地震の揺れによる被害が生じていない状況下でも帰宅困難者対策が

必要となったことを踏まえ、名称を改めるとともに、新たな内容が記載されています。 

 

◆追記内容 

担当大臣は会見で、追記内容を次のように挙げています。 



 

 

 

①地震以外の要因により帰宅困難者が発生する可能性があることを明示 

②遠地津波により公共交通機関の運行停止が見込まれる場合には、あらかじめ出勤抑制や早期帰宅 

といった対応が有効であること 

③大規模イベントの主催者にあっては、食料や電源の供給、多言語での情報提供等を含む安全な誘導

体制を整備するとともに、自治体や公共交通機関と連携して事前準備を行うことが重要であること 

 

◆大規模な遠地津波の発生を受けて帰宅困難者が発生した場合の対応 

 ガイドラインでは、上記②における対応について、次のように示しています。 

・遠地津波発生直後は公共交通機関の利用が可能だが、津波警報等を受けて公共交通機関では運転抑 

制が行われ、津波の規模等よっては運転抑制が長期間に及ぶことが想定される 

・このため、公共交通機関の運転抑制開始までの時間を活用して、早期帰宅や出勤抑制の呼びかけを 

行うことで、帰宅困難者の発生を抑制することが求められる 

・遠地津波発生から公共交通機関の運転再開までのタイムライン例等を参考に、大規模な遠地津波発 

生時の対策の検討を進めることが重要 

 

ガイドラインを参考に、従業員等に的確な指示ができる状態にしておきましょう。 

 

障害者雇用納付金 対象拡大の動きと企業の対応              

障害者の法定雇用率を下回った企業に課される納付金（不足する人数に応じて１人当たり月５万円）

の対象について、現在は免除されている常用労働者数 100人以下の中小企業にも拡大すべき、との意

見が盛り込まれた報告書が、２月６日に公表されました。早ければ令和９年の通常国会での障害者雇

用促進法等の改正を目指すと報道されています。 

 

◆企業の対応 

上記報告書には、100人以下の企業への納付金対象拡大に肯定的な意見があった一方で、「障害者雇用

相談援助事業等を通じた十分な支援等により、中小企業における障害者雇用の進展を確認した後に、

改めて検討するべき」との意見があったことも示されました。 

障害者雇用相談援助事業では、労働局の認定事業者から、障害者の一連の雇用管理に関する相談援助

を無料で受けることができます（原則１年を限度）。 

雇用継続に関しては、地域障害者職業センターの「職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援」と

いった公的支援もあります。 

新たに障害者雇用に取り組む企業では、こうした支援を活用しながら具体的な雇用を検討するとよい

でしょう。 

 

◆助成金の活用も 

障害者雇用では、助成金も大きく分けて（１）障害者の雇入れ等を支援するもの、（２）障害者が働

き続けられるよう支援するもの、（３）障害者雇用の相談援助を行う事業者に対するもの、がありま

す。例えば（１）では、試用期間中に職場への適応状況を確認してから本格雇用へ移行することがで



 

 

 

きるトライアル雇用助成金があります。 

なお、助成金の支給要件や助成額等は頻繁に変更されるため、活用にあたっては最新情報の確認が必

要です。 

 

事業の譲渡を行う際に会社等が守るべきルールが変わりました！       

◆事業譲渡等指針改正 

金融機関による事業性融資への取組みを促す施策の１つとして、企業価値担保権の創設等を内容とす

る「事業性融資の推進等に関する法律」が令和６年６月に成立、令和８年５月 25日に施行されま

す。これを受け、この企業価値担保権の活用がなされた場合も必要な労働者保護が図られるよう、

「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の改正が行われまし

た。 

 

◆企業価値担保権とは 

不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しする制度であり、

事業全体の価値が担保価値となります（技術力や今後の事業展開の可能性を評価）。原則として、担

保となっている事業を売却するときは「事業譲渡」の方法が用いられます。他の担保制度と比べて手

厚い労働者保護が図られる点が特徴です。 

 

◆指針の改正ポイント 

① 企業価値担保権の設定時：会社は、労働組合等に対して経営課題等に関する意見交換や情報提供

に取り組むことが望ましいとされています。 

② 企業価値担保権の実行時：管財人は、労働組合等に対し、労働者の権利（賃金債権、団体交渉権

等）の行使に必要な情報の提供に努めることや、事業譲渡による雇用や労働条件の影響について

話し合うこととされています。 

③ 事業譲渡の実行時：労働債権（賃金・退職金）について、優先的に支払うこととされています。

労働契約の承継については、個々の労働者から承諾を得ることが必要です。 

 

令和８年度の年金額・国民年金保険料および前納額が公表されました     

厚生労働省は１月 23日、令和８年度の年金額、国民年金保険料および国民年金保険料前納額を公表

しました。総務省公表の「令和７年平均全国消費者物価指数」に基づき、以下の通り改定されます。 

 

◆令和８年度の年金額改定 

令和８年度の年金額は、法律の規定に基づき、国民年金（基礎年金）が 1.9％、厚生年金（報酬比例

部分）が 2.0％の引上げとなります。 

【令和８年度の年金額例（月額）】 

・国民年金：70,608円（＋1,300円） 

※昭和 31年４月１日以前生まれの方は、月額 70,408 円（対前年比＋1,300円）となります。 



 

 

 

・厚生年金：237,279円（＋4,495円） 

※平均的な収入で 40年間就業した際の、夫婦 2人分の老齢基礎年金を含む標準的な給付水準です。 

今回の改定では、物価変動率（3.2％）が名目手取り賃金変動率（2.1％）を上回ったため、現役世代

の負担能力を考慮した「名目手取り賃金変動率」を基準に算出されました。ここから「マクロ経済ス    

ライド」による調整（国民年金▲0.2％、厚生年金▲0.1％）が行われ、最終的な改定率が決定しまし

た。 

 

◆国民年金保険料と国民年金保険料前納額 

国民年金保険料は名目賃金の変動に応じて毎年度改定されており、令和８年度および令和９年度の額

は以下の通りです。 

【実際の保険料額（月額）】 

・令和８年度：17,920円（＋410円） 

・令和９年度：18,290円（＋370円） 

【令和８年度 保険料前納額】 

・６か月前納の場合：106,300円（口座振替）、106,650円（現金納付） 

・１年前納の場合：210,530 円（口座振替）、211,220 円（現金納付） 

・２年前納の場合：417,150 円（口座振替）、418,510 円（現金納付） 

 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」が公開されました     

◆「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」とは？ 

厚生労働省は１月、「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」を公開しました。このツール

は、利用する従業員（「ママの場合」、「パパの場合」に分かれている）の情報を入力することによっ

て、出産時や育児休業中に受け取れる給付金などの額が簡単に試算できるというものです。 

入力する項目は以下のとおりです。 

 ・子どもの出生日（子どもが生まれる前は出産予定日） 

・生まれる（た）子どもの人数  ・勤務地  ・給与形態 

・休業開始前の給与月額  ・出生後休業支援給付金の申請の有無 

 

◆何が試算できるの？ 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」では、以下の金額を試算することができます。 

・出産手当金  ・出産育児一時金  ・育児休業給付金   

・出生後休業支援給付金  ・社会保険料免除額 

「結果を表示する」をクリックすると、それぞれの支給額が算出されます。また、月ごとの支給額

（見込み）、給付額、社会保険料免除額、計算根拠等も表示されます。 

 

◆利用の注意点 

 このツールの計算結果については、あくまで目安であり、実際の給付額を保証するものではありませ

ん。また、各制度の要件（被保険者資格、勤務状況、休業期間など）を満たさない場合は支給の対象



 

 

 

になりません。 

 実際に制度を利用するためには、勤務先や健康保険組合、ハローワークなどでの手続きが必要です。

詳細な制度内容や申請方法については、厚生労働省や協会けんぽ等のホームページを確認してくださ

い。 

 従業員の出産や育児休業の際に活用してみてはいかがでしょうか。 

 

３月の税務と労務の手続［提出先・納付先］                

10 日 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

16 日 

○個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のもの＞［税務署］ 

○個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区町村］ 

○個人事業税の申告［税務署］ 

○個人事業所税の申告［都・市］ 

○贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

○所得税の確定申告期限［税務署］ 

○確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］ 

○財産債務調書、国外財産調書の提出 

○総収入金額報告書の提出［税務署］ 

 

31 日 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］ 


